
多賀城市監査委員告示第２２号 

地方自治法第１９９条第９項の規定により報告した定期監査の結果について、

多賀城市長から同条第１４項の規定により下記のとおり措置を講じた旨の通知

があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。 

令和３年８月２５日 

多賀城市監査委員 佐伯 光時 

多賀城市監査委員 板橋 惠一 

記 

１ 監査対象部署            

  建設部 

２ 監査結果の報告日          

令和３年７月２７日 

３ 措置を講じた旨の通知があった日   

令和３年８月６日 

４ 措置状況報告の内容 

 別紙のとおり 



1

2

3

4

区
分

措 置 内 容

番
号

指摘指導事項等の内容 措置の内容

1
指
導

　委託契約について、変更契約の締結前に、原契約
とは異なる内容の指示書のもと変更契約内容の履行
がされていた。

 令和２年度分について是正はできないが、令和３年
度分については適切に処理するよう関係職員に周知
徹底するとともに、係長が確認し、誤りを防止す
る。

監査対象部署 道路公園課

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

監 査 の 種 類 定期監査

監 査 実 施 日 令和3年7月6日


